
 

 

 

2022 年 5 月 10 日 

いつまでも若々しく歩くためのサプリメント「HMB カルシウム」 

筋肉・筋力を維持し、歩行する力を維持する機能性表示食品新発売 

運動との併用で日常生活に必要な歩く力をサポート 
 

株式会社ナリス化粧品(本社：大阪市福島区 代表取締役社長：村岡弘義)は、コロナ禍により、外出や運動の機会が減っ

ている昨今、運動との併用で日常生活に必要な筋肉・筋力を維持し、歩行する力を維持する機能性表示食品の「ナリス 

HMB カルシウム」を 6 月 21 日から、訪問販売及び全国のナリス化粧品店舗と通販（ナリス オンラインストア）で発売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 代女性、「体力や健康に全く自信がない」2 割超。 

当社が 3 月 7 日から 13 日に行った調査（インターネット調査 ｎ＝2,185 40 歳～70 歳以上 男性：1,083 名 女

性：1,102 名）では、40 歳以上の男女のうち、コロナ禍で「散歩などの外出や、身体を動かすことが減った」と答えている人が、

62.1％（とても減った 24.0％/まあまあ減った 38.1％）で、6 割を超えています。また、「健康に自信がありますか」という質

問では、「自信がない」と答えた人が、63.4％（全く自信がない 13.3％ あまり自信がない 50.1％）と、こちらも 6 割を超え

る人が「自信がない」と答えています。また、「体力に自信がありますか」という質問には、「自信がない」と答えた人が 69.5％（全

く自信がない 17.3％ あまり自信がない 52.2％）で、約 7 割の人が、体力に自信がないようです。（詳細は、4 月 7 日発

表 ニュースリリースタイトル「コロナ禍で『対面の会話が減った』中高年、8 割超」。）特に 40 代女性は、「健康に全く自信がな

い」とこたえているのも、「体力に全く自信がない」と答えているのも、2 割を超え、他の年齢層よりも群を抜いています。 

この世代は、育児が忙しく、仕事などでも責任ある立場に立っている人が多いですが、閉経を前に、身体や体力の変化も感じ

やすい年齢でもあると言えます。「ナリス HMB カルシウム」は、運動との併用で日常生活に必要な筋肉・筋力を維持し、歩行す

る力を維持する機能性表示食品。長引くコロナ禍ですが、適切に運動を行うことで、より自分の健康に自信をもてるからだづくりを

応援します。 

 

いつまでも若々しく歩くために「HMB カルシウム」。 

機能性関与成分である「HMB カルシウム」（3－ヒドロキシ-3－メチル酪酸カルシウム

水和物）を配合。HMB カルシウムは、運動との併用により、自立した日常生活を送る

うえで必要な筋肉及び筋力を維持し、歩行する力を維持する機能があることが報告さ

れています。また、「グルコサミン塩酸塩」「N-アセチルグルコサミン」や「MSM（メチルスル

フェニルメタニン）も配合。膝関節をサポートします。 

 

 

 

News Release 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社 ナリス化粧品 経営企画室 横谷(よこたに)  
〒553-0001 大阪市福島区海老江 1 丁目 11 番 17 号 TEL:06-6346-6672 

FAX:06-6346-6569 E-mail:narispr@naris.co.jp HP:https://www.naris.co.jp 
 
 

製品名：ナリス HMB カルシウム 

発売日：2022 年 6 月 21 日 

お客様からのお問い合わせ先 

ナ リ ス 化 粧 品  お 客 様 相 談 室 

TEL:0120-71-9000 
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商品名：ナリス HMB カルシウム（機能性表示食品） 

容量：30 日分（240 粒 8 粒/1 日）  

価格：4,200 円（税抜）4,4620 円（税込） 

特徴：筋肉・筋力を維持し、歩行する力を維持するサプリメント  
機能性関与成分/HMB カルシウム （届出番号）G859 

届出表示：本品には、HMB カルシウム（3－ヒドロキシ-3－メチル酪酸カルシウム水

和物）が含まれます。HMB カルシウム（3－ヒドロキシ-3－メチル酪酸カルシウム水

和物）は、運動と併用により、自立した日常生活を送る上で必要な筋肉及び筋力を維

持し、歩行する力を維持する機能があることが報告されています。 

・食生活は、主食、菜食、副菜色を基本に食事のバランスを。本品は、疾病の診断、治療、予防を目的とし

たものではありません。 

・本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 

 

【参考資料】 

 


